「条例公布電子化システム」導入にかかる情報提供依頼実施要領


	Ⅰ基本事項




1． 提供を依頼する情報
[bookmark: _Hlk210410139]　　　　地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律（令和７年法律第３５号）による地方自治法の改正に伴う、条例公布手続きを電子的に完結できるシステムの導入にあたって必要となる情報

2． 提出物
　　　Ⅲに示すとおり

3． 提出期限
　　　令和７年１０月１７日（金）１７時までにご提出をお願いします。

4． 提出方法
　５．に定める提出先へ電子メール、または持参により提出してください。

5． 提出先・お問合せ先
　　　奈良県総務部法務文書課法制係　担当：谷本
〒630-8501奈良市登大路町30
　　　　　　　　　　　　　Tel:0742-27-8345（直通）　Fax:0742-26-0457
e-mail: denshikouhou@office.pref.nara.lg.jp

6． その他
1 情報提供にかかる費用につきましては、貴社においてご負担いただきますようお願いします。
2 本件情報提供依頼において掲げている新システム導入の基本条件は、実際のシステム導入委託を調達する際の仕様・要件定義と内容が一致するものではありません。各位から提供していただいた情報その他を総合的に勘案した上で、令和８年度４月頃に正式な仕様書を提示して調達を行う予定としています。
3 ご提供いただく資料に関しては、返却しません。
4 本件に伴い、本県が提供する質問回答の内容は、第三者への開示及び他用途への流用を禁じます。
	
Ⅱ「条例公布電子化システム」導入の基本条件



　
1． 概要
・条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に
　知事が署名を行っています。
・システム化範囲：
　（条例公布で知事が行う署名手続きをシステム化（電子化）したいと考えています。）

2． 現行業務について
⑴現行業務の内容
①署名用紙の出力
②署名（直筆）　※条例毎
　　　⑵現行業務の課題
　　　　　①自署以外の代替方法がない。
（災害時等にも公布を行うことができる代替手段の確保が必要）
　　　　　②１件毎に自署が必要。
③紙保存が必要。

3． システムへの要求
・条例公布で知事が行う署名手続きを電子化（電子署名）できる機能
※ｗｅｂ上で上記の電子署名を付与したデータの一般公開は予定していません。　　
・その他
　①職員1人1人に配備している「共通端末」（Windows 11以降のOS搭載）のロ　
ーカル又はインターネット環境から利用できること。
　②別添の関係法令の要件及び総務省通知の留意事項を満たすものであること。
③システムで取り扱うデータを保存するデータセンターは日本国内にあること
④外部からの不正アクセスを防止する仕組みを有すること
⑤管理者以外がデータを改ざんできない仕組みを有すること
⑥ＩＰアドレスまたは電子証明書によるアクセス制御により、許可された機器以
　外からのアクセスを遮断する仕組みを有すること
⑦最新のセキュリティ対策を講じること。特に、最新のブラウザ（Microsoft Edge）
に対応すること。
⑧操作ログが出力できること。
⑨利用者ID管理機能（登録、変更、抹消）があること
　・ID区分：システム管理者、一般職員（例：所属担当者）
　・権限に応じたアクセス制御・閲覧制御が可能であること



	Ⅲご提供いただく資料



1． 貴社概要

2． 提案可能サービスと体制、導入実績・導入規模

3． 提案概要とその優位性
（現行事務フロー・課題・改善施策に対する提案）
・新サービス・システム概要説明
・基本的な仕様（ＯＳ、導入言語、システム方式、DB等のミドルウェア、特徴等）
・新システム構成図・ハードウェア構成図（ＩＳＭＡＰ取得状況や、第三者による可
変等されないセキュリティの仕組みを提示すること。）
・新システム機能構成図、機能概要
・システム機能要件・非機能要件（セキュリティ等）
・システムのイメージ（画面・帳票サンプル）
・システム運用スケジュール（年間）
・電子署名時又は事前認証で行う本人確認方法及び具体的な手順

４．概算見積書の提出
本システムに要する費用の見積りを添付の「標準見積書様式」に従って作成し、提出してください。導入作業にかかる経費については、「（別紙）導入スケジュール様式」に従って、作業項目ごとの導入スケジュールを作成し、添付してください。
なお、見積りにあたり、詳細条件又は追加条件等が必要な場合は、貴社で条件を設定し、それらを示したドキュメントを添付してください。




